
越谷市初！！永代供養個別墓所『寿ぎの墓（ことほぎのはか）』　

A様がお亡くなりになる

B様がお亡くなりになる
7回忌、13回忌、33回忌まで納骨し、
永代供養墓に改葬となります。

（ア）6年（7回忌プラン）　　（イ）12年（13回忌プラン）　　（ウ）32年（33回忌プラン）　（ア）（イ）（ウ）3プランご用意がございます。

⑴永代供養（開眼供養・納骨読経）を行います。（骨壷は7寸での納骨となります。）
⑵戒名彫刻を行います。
⑶年1回（8月）の合同供養を行います。
⑷個別の追善供養は希望性になります。（料金はあおばに準ずる）
⑸ペットの納骨は観音寺の供養を伴い、読経料2万円、納骨手数料1万円がかかります。
⑹申込プランを延長希望する際（例えば、7回忌プラン⇒13回忌プランなど）は、管理者の承諾を得て延
長料金をお支払い頂きます。

⑴～⑸は上記A様欄の内容に準じます。
⑹7回忌プラン、13回忌プラン、33回忌プランまでお墓に納骨し、以後永代供養墓に改葬となり
ます。

新時代墓所！夫婦墓・個人墓・一代墓（ペットとご一緒の埋葬可能墓所）
後継者がいない…、夫婦だけでお墓に入りたい…、子供に迷惑をかけたくない…、独身でもお墓は建てたい…、永代供養墓が希望だが直ぐに合
葬されるのは嫌…など、新しい時代に対応した新しい永代供養墓で永代にわたりお墓をお守りします。

墓所お申込みから永代供養墓へ改葬までの流れ　※下記参考例はご夫婦でお申し込みされた場合で記載しております。

⑴永代供養墓に改葬します。（ご遺骨は改葬後10年間は骨壷のまま安置し、その後散骨となります。）
⑵戒名彫刻プレート代は別料金（2霊で6.48万円）で承ります。
※ご希望の場合は、墓所申込時にお支払い頂きます。

⑶永代供養墓は観音寺境内に設置されております。

⑴料金一括お支払（販売価格には下記内容が含まれております。）
・墓所使用料・永代供養料（開眼供養・2霊納骨読経料）　・戒名料（2霊）　・合同供養料（年1回）　・納骨手数料（2霊）
・建墓工事代金（家名・戒名彫刻含む）　・永代供養墓改葬料　・永代管理料

※通常の建墓からご供養まで全てが含まれます。
⑵建墓期間はお申込から3カ月以内となります。
⑶戒名授与は申込時、又は後日でも可能です。（葬儀時でも可）
⑷戒名の持込み可（料金に変動はございません。）
⑸お申込者の最後の方が亡くなった時の葬儀など手配の為、代行者を設けて頂きます。

永代供養墓に改葬

ご夫婦でお申込み
（A様・B様）

3カ月以内に3デザイン5石種計
15パターンより建墓下さい。
※5石種以外のご対応も可能
です。詳しくは現地スタッフへ

ご相談下さい。
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